
中国地名 の表音法について

駒 井 正 一

は じ め に

わが国における中国地名の表記法については,な おまだ,い くつかの間題がある。漢字を

あてる場合,簡 体字をどうとりあつか うのか,あ るいは,カ タカナを用いる場合,音 をどう

表現するのか,ま た,少 数民族の地名を どうするのかなどの問題である。これらの表現法に

は,学 校教科書 ・地図などにおいて,一 応の目やすがあるものの,ま だ統一され て は い な

い。簡体字はもうすでに20年 近 くの歴史を有し,中 国では市民権を得ている。 もとの繁体字

へは不可逆性を有し,も どって使用されることはない。それゆえ,わ が国では中国地名を表

記する場合,漢 字から漢字への訳を試みなければならない。しかし,こ れには,い まのとこ

ろ,現 在 日本で使用されている漢字におきかえればよいだろ う。また,そ のカタカナ訳の場

合,現 地音よみ主義をつらぬき,表 現しに くい音も,な るべ くそれに近いものを選べぽよい

だろ う。ただ,少 数民族地域の地名の場合,漢 字で表現されていても,そ れは"漢 訳(い わ

ゆる中国語訳の意味だが,漢 民族の使用する言語への訳とい うことでこの語を使 う。"漢 語"

も同様。以下同じ。)"に すぎず,現 地音 よみ主義をつらぬ くことがむずか しく,以 前から,

日本語訳としての表現に,二 重の困難さを感 じてきた。そのため,わ れわれに とって少数民

族語か ら漢語への翻訳の"法 則",あ るいは,少 数民族語の漢語への表音法を理解する必要

性が生 じる。それには,文 字改革と漢語表音方案制定をめぐる諸変化に注 目しなければなら

ない。

文字改革,漢 語表音方案はそれ自体長い歴史をもつ。試行錯誤の準備期間をへて,1958年

1月10日,中 国人民政治協商会議全国委員会の報告会で,周 恩来が"当前文字改革的任務"(1)

を発表 し,2月3日,中 国第1期 全国人民代表大会第5回 会議で,中 国文字改革委員会主任

呉玉章が"関 於当面文字改革工作和漢語耕音方案的報告"(2)を発表して以来,急 速に普及さ

れてきた ものである。そこでは,① 漢字を簡略化すること。一 広範な人民が把握,使 用

しやす くし,さ らに,広 範な人民のなかで,よ り多 く,う まく,は や く,む だをはぶいて,

文盲をなくし,文 化を普及し高めること。② 漂準語をお しひろめること。一 方書のへだ

た りをとりのぞき,漢 語の統一をさらにすすめ,言 語をさらにうまく,社 会主義建設に服務

させること。③ 漢語表音方案を制定 し,お しすすめること。一 漢字に注音をほどこし,

標準語の普及を援助すること。とい う方針が示された。この方向は,90%以 上の人々にとっ

て"高 いしきい(高 門濫)"を とりはらうとともに各方面に大きな影響を与えてきた。すなわ

ち,そ の一つとして,独 自の言語を もつ少数民族地域の場合,そ の言語政策の発展,漢 語表

音方案 との結合を生みだ してきた。

つまり,中 国における地名表現の理解は,漢 字の簡体化,標 準語の普及,漢 語表音方案の

推進 とい う文字改革,漢 語表音化の政策をふまえなが ら,し かも,魯 迅 らの試みなどの前史
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を視野にいれながら考察しなければならないのである。

1漢語表音化e文字改革の現段階

　ここ2，3年来，ふたたび，文字改革のキャンペーンが展開されている。北京r光明日報』

のF文字改革欄」が復活（3）され，漢字の簡体化の整理，標準語の普及，漢語表音方案の教

育，学習，表音字母の応用などについての研究，検討，文字改革の経験交流，外国における

文字改革と言語標準化の状況の紹介などが，その任務とされている。また，人民日報でも，

1976年7月18日付に，河北省遷西県新荘子人民公社党委書記字林の「以階級闘争為綱倣好文

字改革工作」，人民日報印刷所労働者張撫養，新華社同張学濤，農業出版社同出世宏，光明

日報同陳景昭の「反撃右傾翻案風　加速漢字改革」，高天爵の「改革，是向來没有一帆風順

的」，上海鉄鋼応能3工場第2転炉職場労働者理論グループの「工人階級心墨要占領文字改

革陣地」の記事（4）をのせた。これは，各階層，とりわけ，文字改革の主要な対象者，労働

者，農民の反応をみたものである。その内容は別として，記事の特集は，いわぽ，中国が，

この20年来の文字改革，漢語表音方案の成果のとらえなおし，新たな普及へのあしがためを

しょうとしているものと考えられる。したがって，この期間の総括をふくめ，いま新しい段

階をむかえようとしているといえる。そして，この動きの中心は，“漢字の字数制限”だと

いってよい。

　現在の文字改革では，とりわけ漢字の字数の多いことが問題になる。それは，その基準を

いかに設けるのかという点において，とりあげられる。“基準”という点では，漢字の字数の

ほか，字形および音の標準設定が含まれる。なかでも，漢字の字数が多すぎ，一方では“死

字”，“古字”を生みだしているものの，日常通用している漢字との区分の基準はまだない。

このことから，現在の文字改革のなかでは，実践的な，重要問題となってきている。先の人

民日報では，印刷労働者の立場から，“漢字”そのものについて，その植字の困難さと複雑

さについてのべており（5），いわば日本をふくめた，漢字使用語の活用場面におけるむずかし

さについて問題を提起しているといえるq現在ふつう通用している漢字は7－8，000余。漢字

の頻度率（一冊の本あるいe＃・一つの新聞でいくつの漢字を用いており，どの字が何回登場す

るか）を整理するとともに，字形を簡化し，同時に同音を採用して，異体字を圧縮すれぽ，

3，000余字に縮少できるとみる。これを標準漢字として線をひけば，それ以外の漢字は，古漢

字として，文物，古書籍および専門家が使用するものとなる。かくて，これらの漢字を3級

に分類する。

　第1級　　常用字，99％。この字をマスターするとマルクス，レーニン，毛沢東の著作を

　　学習できる。ふつうの手紙や文章がかけ，木，新聞がよめる。これは2，000余字で，こ

　　れらの文字を基本的に残しながら，字画の多いものは簡略化し，少数のものは同音の標

　　準字にかえる。これらの統計は，漢字の字数をへらすことが必要であるばかりか，可能

　　であることを示している。

　第2級　　半常用字＋一部稀用字，1％。この種の漢字は一部を残し，他は同音の標準字

　　にかえる。

　第3級　　稀用字。第1，2級以外の漢字。これらはほとんど使用されない字で，大部分

　　が古漢字である。これらの字は，みな，同音の標準字にかえねばならない。
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　（これは新華社編集発行の国内，国際新聞および丁人民日報』，r解放軍報』，　r光明日報』，

r北京日報』などが発表した代表的な政治，経済，文化，教育，科学技術などの文章，7，075

篇のべ6，967，000余字のうち，まず，5，080字をその頻度により第1級，第2級の2クラスに

わけ，残りを第3級としたものである。第1級2，076字，第2級3，004字。なお，1952年中央

人民政府教育部によれば，従来の「常用面高」やr工農識字話本』などから1，589字を選び，

うち，1，556字について，1等字1，017，2等字539を定め，新聞雑誌からの異なる文体，内

容，性質の文章9種，のべ30，000字についてあたると，1等字1，017字の場合90％，1，556字

目場合95％の使用を認めていた（6））。

　漢字は，よみ，かきがむずかしいので，このような整理のうえ，表音化の方向にむかうこ

とが，一般に歓迎されているといってよい。「是漢字難写，難認，還是我椚工人笑児？為什

贋二種符号那麿多，我個品杁不弄錯児？関鍵在干二種符号用丸面高音字母，七八千個方塊漢

字二二是二十多個字母的遮音文字相比，好象二二工人同一個小組的工人相応，全廠人那歴

多，那能都記得二二什磨，誰是什二面孔？而一個小組二人，就根熟悉了。」（7）労働者は決し

て，愚鈍ではなく，7－8，000の漢字よりも20余の表音字母の方が，能率のよさで勝り，実用

的であるということに結論をみいだしている。

　1936年魯迅の葬儀にあたって，

　　瞭世名著推阿Q

　　畢生傑作尤拉化

との翰聯を送り（8＞，彼のラテン化運動に対する貢献についてほめたたえた郭沫若も，簡体字

は過渡期の産物にすぎず，漢字の表音化tla一一一一定の評価を下している。“世界の文字共通の表

音化方向へ進む”ならばこの目標が実現したあとは，漢字の使用は古代ギリシャ語，古代ラ

テン語，サンスクリットなどのように，少数の専門家の対象に制限できる（9）としている。こ

のように漢語表音化＝ラテン字化の主張は，最近また，とくに強調されている点である。

　かくて，1958年の“品品已前文字改革工作和漢語排音方案的報告”がだされた当初は，漢

字簡略化が中心で，漢字の字：数制限，廃止の方向については，十分目明らかにされたとは

いえなかった。その後，20年たった現在，漢字のいっそうの制限，漢語表音化の強化が展

開され，漢字の廃止への現実的コースがはききよめられているとみるべきである。うらがえ

していうならば，1958年制定の漢語表音方案においては，この意図は，文字改革の促進のな

かでくみあげられるものとして位置づけなければならなかった。それは，周恩来の“当前文

字改革的任務”において展開された漢字の簡略化を柱に，近ごろいっそう明らかになってき

た中国において最終的目標にあると思われる，漢字のラテン字化への橋わたしとしての漢語

表音化がとりあげられ，さらに，その実現化のなかでラテン字化の決定的方向を得ようとし

たものといえる。したがって，われわれが問題とする，地名の表記や科学技術方面の表現に

ついても，漢語表音方案にもりこまれた意図や成立の歴史的背景をくみとらねばならないだ

ろう。

　さて，漢語表音方案には，次の意図がもりこまれていた。

1．漢字に注音をほどこし，漢字の教育，学習を高めること。

2．標準語の教育，学習を援助すること。

3．少数民族が文字を創造するための共通の基礎を提供すること。「わが国の多くの兄弟

　民族は，いまだ自己の民族文字がないか，文字があっても，欠点を有しており，改革し
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　　なければならない。……漢語表音方案が正式に決定した後，各少数民族が自己が希望す

　　るという条件のもと，文字を創造する共通の基礎が生みだされる。」（11）

　4．人名，地名および科学術語の翻訳閥題を解決できる。「われわれが，まだ，国家が制

　　回した漢語表音方案を有していないので，中国の人名，地名の音訳は，対外文件，書刊

　　には，今までウェード式ローマ字などによっていたが，すでに不明確，不合理となって

　　いる。漢語表音方案が確定した後は，この解題はすぐ解決できるQもう一方の，外国人

　　名，地名および科学技術の術語の翻訳問題もまた，表音字母を用いて，徐・婦こ，合理的

　　に解決できる。」（12）

　5．外国人が，漢語を学習するのに援助でき，国際文化交流を促進できる。

　6．（字典や電話など，従来その利用に時間がかかっていた）索引の編集の問題を解決で

　　きる。．

　7．言語工作者が，表音：方案を用いて，ひきつづき関連性のある漢字表音化の各項目研究

　　および実験工作ができる。

　周恩来のtt当前文字改革的任務”においても，「利用掛音可以提高漢字的教学効率」，「其

次，漢語耕音方案還可以用来併結普通話，作為教学普通話的有効工具」，「第三，……可以作

為各少数民族創造和改革文字的共同基礎」，「第四，……可以幕助外国人学習漢語，以促進国

際文化交流」，「可以下中音訳外国的人名，地名和科学技術術語，可以在対外文件，書報中音

課中国的人名地名，可以用呈上索引，等等Q」があげられており，漢語表音方案の意図と，

当然ながら一致していた。ここでは，とりわけ，漢語表音方案にもりこまれている4の「人

名，地名および科学術語の翻訳問題を解決できる」，3の「少数民族が文字を創造するため

の共通の基礎を提供すること」の意図について，その歴史的位置を考察することにより，文

字改革，漢語表音化と中国地名の表現の問題を明らかにすることができる。

2　漢語表音化の歴史と地名表現

　イ）　魯迅の漢語ラテン化提唱と地名表現

　漢語表音化の歴史は，約370年前の1，605年（明，万歴33年）にさかのぼるとされている。

外国人の漢語習得に，ζの補助として利用されたものである。以降，19世紀末の盧懇章，朱

文熊，劉孟揚，黄虚白，邪島，劉誉田（12）らによる文字改革，表音化の運動，1928年の国語

P一マ字運動などをへて，漢語表音化の方向は定着していった。その間，魯迅や盟秋白らの

ラテン化運動が登場し，一定の成果をもたらしたといえる。とりわけ，漢語表音方案がめ

ざす，4および3の意図は，魯迅の主張したラテン化運動のなかに展開されたといえる。の

ちの中国において悩み，問題とされた漢字の問題，表音化の問題についての対処の方法が，

魯迅においてほとんどでそろっており，魯迅は，その意味からいえば，最初の系統的な文字

改革，漢語表音化の方向をめざした“萌芽的”思想のもち主である。

　まず文字改革および漢語表音化について。彼は文字そのものが，中国古代から，“信じら

れてきた”倉韻などという，傑出した人物の創作ではない（13）ということ，また帝王，経人，

上帝などが育てたのではなく，人民の問で育くまれたものだと考えた。そこから，漢字その

ものは固定的な，変化しないものではなく，時代の要求にしたがって改革すべきものという

思想がうまれる。当時中国をよく“理解”していると思われていた第一等の外国人でも，漢
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字の位置を“理解”しえず，おくれた中国文化が西洋文化に対して‘精神的勝利”を獲得す
　　　　　　　　　　　　　　　　ヴオキヤブラリ　
るためには，むずかしい“至妙文雅な字彙”を有し，さらにこれを豊富にすることが必要

であるq4）と主張していたが，これは，魯迅にとっては，まさに，さかだちした理論であっ

た。近代中国にとって，ドラスティックな変化をもたらした五・四の白話運動も，それ独自

では“大した成功を収めなかった”のも，このような外国人の主張と同調した，中国の“文

化人”の当時の思潮がもたらしたものである。魯迅は，「大抵，上流社会が人から，彼らは

文語文はわからぬといって颯されるのを恐れたことにあった」q5）とした。これは，文字自体

が，すでに大衆のものではないことをはっきりと説吊している。だが，漢字の改革の道への

契機の一つをつかんでいる。

　1931年，盟秋白および“関於当面文字改革工作和漢語併音力思想報告”’を行った呉玉章が

提案したラテン三新文字の運動をうけ，彼は展望的に，「今はもう『書き方をラテン化する』

一筋の道があるきりだ。これは大衆語文と分つことのできぬものだ。それもやはり読書人か

ら真先に試験し，まず字母，綴法を紹介し，それから文章を書くことだ。手始めには，日本

文のように，名詞の類の漢字だけ少し残して，助詞，感歎詞，後には形容詞，動詞まで全部

ラテン綴りで書くようにする。ぞうすれば，見た眼にいいばかりでなく，瞭解もはるかに容

易になるだろう。横書きに改めるのは，当然なことであるd（16）。「たしかに，漢字は古代から伝

わって来た宝である。しかし我々の祖先は，漢字よりもっと古い。だから我々はもっと古代

から伝わって来た急なのだ。漢字のために我々を犠牲にするか，それとも我々のために漢字
　　　　　　　　　　　　　　うしな
を犠牲にするか？　これは心を喪った気違いでない限り，誰でもすぐ答えることができる

だろう（17）」とのべた。実際にも，1927，　8年ごろから，8中国字体変遷史』を編纂することを

試みた。しかし，資料編の作成から手がけたものの，切りぬきや書物を集めきれず，これは・

“幻の書”におわってしまったのである。これらのことから，彼が漢字についての学習の困

難さ，新しい文字の創造，作家のそして人民大衆の広範な活用のための学習，その歴史につ

いて研究しようとしていたと考えられる。しかし，当時の中国の状況は，「インテリ以外か

らは，現在のところ作家は生れません。ゴーリキイはインテリ出身ではないといわれていま

すが，実は沢山本を読んでいます。中国の文字はこんなむつかしいから，労働者や農民には

とても読めばしない」（18）ものであった。これはまさに“心を喪った気違い”が，中国の文字

を専有しており，漢字の複雑さと，労働者，農民の教育のおくれとが，ぴったり照応してい

たことを示している。ここにおいては，“是漢字難写，難認，還：是我等工人笑泥？”との反

問すら行いえる状況ではありえず，その馬鹿の骨頂ぶりは，「漢字保存のために，中国人の

八割を文盲にして殉難させている生きた聖賢たち」（19）と同様であった。すなわち，2割の

“もの知り”と8割の“文盲”とは，あいともどもその“馬鹿ぶり”を発揮していた（せざ

るをえなかった）のである。中国字と中国文は中国人の手からすでに離れ，彼らの声は，み

な，過去にこだましていた。だからこそ，魯迅は文字改革の重要性を，20余の字母とそのつ

づり方を習得すれぽ，「怠け者と低能以外は，誰でも書くことができ」（20），「大衆語，大衆

文」への道をひらくラテン化文字への転化という方向にみいだし，（21）その萌芽を手中にお

いて乏くんだ。だがそれは，“萌芽”の段階にのみとどまらざるをえず，後の一定の時期，

歴史を要求したのであった。

　次に，科学技術術語，地名，人名について。1958年の“関於当面文字改革工作和漢語併音

方案的報告”で示されたように，漢語表音化が，科学技術術語，地名，人名に関して有用で
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あるという点については，魯迅は，やはり漢字改革，術語のラテン化のなかで，先駆的な発

言を行っている。彼は，今日においては造語者の最右翼は化学者だとし，彼らが作った「多く

の元素や化合物の名は，とてもおぼえにくいし，音さえなかなか読めないのである。正直い

って，私は見ただけでも頭痛がする。」（22），また，「昔，われわれが化学を勉強したとき，たく

さんのr金』へんと非r金』へんの奇怪な文字が書物に出ているのをよく見かけたが，それは

原素の名であって，へんはr金属』あるいは『非金属』をあらわすものであり，つくりは大
　　　　　　　　　　　　　　　　　セシウム　　　　　　　　　　　　　ストロンチウム　　　　　　　　　　　セリウム
てい訳音だということであった。だが鰭（現在鉋，筆者），鎗（現在鋸），錫，錯（現在
　　ケイソ
鋪），石タ（現在硅）などは化学の先生でも講釈にとても苦心した。とにかく附け加えていわね

ぽならない，『今度は熟悉の悉である。今度は休息の息である。今度は普通にある錫である』

と。」㈱）。そのおおぎょうぶりについては，なかばサジを投げだしている。そこで，それを

のりこえた化学者は，中国において文字を創出したという先の倉頷となるのであるが，それ

は無用の倉韻である。魯迅はすかさず，「もし原語をつかうならぽ，白字の手数が省けて，

きっと本務である化学に一そう大きい成績をあげるはずだと，中国人の聡明なことは，決し

て日本人に劣るものでないのだから。」（24）と，ラテン文字使用を提案する。そして，皮肉を

わすれない。「二十字そこそこのアルファベッ、トさえ読めないようでは，甚だ率直ないい方

でお許し願いたいが，そんな人は化学を勉強してもまずは物にはなるまい。」（25）。たしかに，

化学元素を示す漢字などは，へんやつくりに一定のきまりをもうけ，一定の法則性をもって

いる。またたとえば，現在，水素（籔，qing，　H）も，原子量1の場合，気（pid），2の

場合気（dao，　H2またはD，デュートリウム，重水素），3の水素原子の場合，鍮（chuan，

トリチウム，超重水素）とあらわすなど，化学元素に関する漢字の造語性を発揮（27）してい

る。したがって“これくらいの漢字さえ読めないようでは，そんな人は化学を勉強しても，

ものにはならない”かもしれない。しかし，化学の発展にともない，魯迅も指摘するように

「奇怪な文字は一そう多くなり，一そうむずかしくな」（27）っている。璽酸金霊素（yinsuan

jinm6isd，漏オーレオマイシン），　i氣漠酸東英1著鹸（qingxitisuan　d6ngli6ngdbng　j磁n＝臭

化水素酸スコポラミン），対鉱基茉横醗鞍（dui　anjib首n　hu盃ngxianhn＝スルファミン）な

どなどのごとく。これではいまでも化学が化学者を食ってしまう。

　また，地名，人名については，外国のものの場合，魯迅はそれを外国語からの音訳として

うけとめ，漢字の魅力にひきこんでしまう“漢化”の意味のなさをも指摘した。彼は外国の

地名，入漁を翻訳する場合，「音のとおりに訳せばいいのでむだな苦労をして見ばえのよい

字をあてはめるようなことはやめ」（28）翻訳に中国人の“心”を入れる方法を排除した。たと
　　　　　　　　　　　　　　　　　あなんだ　　じっしゃなんだ　　　く　ま　らじゃうば
えば，南北朝の人々は，インド人名を阿難陀，実叉難壁，鳩摩羅什婆などと正当に訳したの

に対し，当時の人々がゴーゴリを郭歌里（現在は証文里，筆者），クロポトキンを桐斜面

（現在は克面心特金）と訳し，あえて中国人化しており，魯迅はそのむだや，気どりを指摘

しているのである。この方向は，後で考察するように，1958年以降の漢語表音化のなかで，

少数民族地域の地名の漢訳について，有益な示峻を与えている。

　かくて，魯迅にあっては，漢字の改革とラテン字母導入とが結合されて考えられており，

彪大な文字を有しながら，8割の人民は文字を解しえず，「中国現在等油井没有文字」，「以

最大多数心根据，説中国現在等干井没有文字」（29）という状態を打開しようとしたのであった。

　口）　解放前中国の地名表現とその音訳パタン

　1937年7月7日，盧溝橋事件が発生した。それ以後には，戦争の進展とともに，文字改革，漢
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語表音化がすすめられる。1938年11月には，延安の解放区において陳甘寧辺三新文字協会が

結成され，発起人には，林伯渠，呉玉章，重必武，徐特立，支思奇，周揚，三三，丁玲，出

軍，周文らの文字研究者，哲学者，文芸工作者など99人が名を連ね，毛沢東ら55人が賛助者

として署名した。以後，延安では，大衆への文字教育の中心にラテン化漢語を使用（30）した。

アルファベットに28字をあて，ポケット辞書，「赤色中華」紙の一部に利用し普及した。ラ

テン一字燭は，漢語のほとんどすべての発音をカバーでき，辞書にも，漢語の普通の成語を

ふくむ多音節の言葉を掲載（31）した。これにより，従来の“無知蒙昧”な労働者，農民た

ちが解放区における石油，パラフィン，ワセリン，ロウ，ロウソクなどを産出する延長の

“超小型石油化学コンビナート”（32）や昏夢鎮の兵器工廠の科学技術の理解と推進，凸起鎮に
　　　　　　　　　　　サムリッチ　　プラウンコ　ロ　ヒ　ドアンドシユガ　
おいては，場ちがいな“上等の濃いコーヒーと砂糖”（33）の用意のために，少しでも貢献し

たと思われる。しかし，抗日戦争の終盤をむかえたころには農民のがわからこれまでの支配

者たちの文字であった漢字学習の要求がおこった。また，インテリのがわからは，彪大な蓄

積量をもつ従来の①　すべての必要な文献を新文字で印刷できないこと。②　漢字を覚えた

ものは一夜で再教育できないこと。③　新文字普及のためには方言を統一するかまたは標準

語を第2の一般的な言語にしなければならないが，それは平和な時ですら何10年もかかる。

との理由の提示があり，識字運動（34）へその重点が転化していった。そして，表音化につい

ては1958年に正式に実施された先の“吟声当面文字：改革工作和漢語併音方案的報告”まで，

またねばならなかった。その間，毛沢東の“文字必須在一定条件下加以改革，言語必須接近

民衆”（「新民主主義論」），1951年の“文字必須改革，輝輝世界文字共同的併音方向”という

指示がだされ，1949年の中国文字改革協会，1952年の中国文字改革研究委員会（1954年・，中

国文字改革委員会に改組）が成立し，1956年1月の国務院の“漢字簡化方案”などの準備が

行われていたのであった。

　中国においては，漢字の位置，ラテン字母化への試行錯誤の連続は，以上のような道をた

どっていたために，日本においては戦前より中国の地名の表現についても，当然ながら統一

されたものはなかった。いうまでもなく，日本帝国主義にとっては，中国のその軍事的“重

要さ”にかかわらず，周辺地域はもとより，漢語地域においても，その音の制定の困難さか

ら，決定版が生まれていなかったのである。しかも中国の科学の位置からいっても，漢語そ

のものによる地域研究のつみかさねは比較的弱く，日本以外はほとんどが米，英，仏，独な

どの研究者によっていた。それゆえ中国の地名自体，わが国で消化される場合，英，仏，独

語などからの“翻訳”が“活用”（35）さ牙tた。しかし，それは漢語からすれば，二重訳であり，

その訳すら一定の系統的な規則にもとづいていたとはいえないのである。たとえば，“Man・

choutikuo（満州帝国）and　Adjoining　Territories”，　by　The　Land　Survey　Department，

“Outer　Mongolia　Economic　Map”，　by　W．　Karamishefe，“Atias　of　the　World”，　by

The　Times　Survey，‘‘China　Year　Book，1934，1935，“中華新輿図”商務印書増版，“熱

察町鳶匿聾東三省内外蒙古匪域圖”熱察緩巡閲使署軍務署版などの“権威”ある地図その他

を参照しながら編集された，外務省情報部編（過去10数年「支那地名辞典」編纂をしてき

た山崎惣與の調査を基礎にし，小池静雄，金子二郎，牧村慶治らが増減編纂し，全体を通し，

波多野乾一が協力をしている）の『支那地名集成』（AGazetteer　of　Chinese　Geographical

Names）においても，地名表記の不確定さについて，苦労をしている。「1）欧米文献に

依って，支那事情を研究するに当り，最も困難を感ずるのは，地名人名等の固有名詞の解
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読である。……地名に関してはまだ恰好な参考書を見なかった。本書編纂のee一一の目的は，

此の急需に応ぜんが為めである。2）　本書編纂の第二の目的は，欧文を以って書かれたる

か，又は邦文或はローマ字電報等に日本工みを以って示されたる支那地名の漢字書き，及支

那地名の英訳等に聯か便せん為めである。」（36）と。1940年には，「日満を一体とせる総合国力

発揮の建前」（37）にしたがって，産業立地，人口配置，交通網計画を主目標に，理水計画，都

邑配置計画，行政区画，厚生計画，神社，寺子，景観地区の設定をともなう総合立地計画策

定要綱が制定された。さらに「皇国ヲ中核トスル大東亜生活空間ノ統一体ノ其ノ生成発展ノ

各過程二於テ最モ合目的的二構成シ発展セシムル為」（38），中国，朝鮮，インドシナなどへの

地政学的進出がおこなわれた。中国の主要な部分に対しては，黄海渤海地域国土計画要綱案

（39）などに，はっきりと，その意図が示されている。地名の比定，確定はその意味からもと

りわけ重要なものとなったのであった。‘‘大東亜”の採鉱調査も総合的に実施され，その効

果をあげるために，「過去二於ケル探検業績ヲ利用シテコレラ解析総合ス」るほか，「言語，

土俗，考古，歴史上ヨリ地下資源ノ賦存消蓋状況ヲ判断」（40）した。この言語の調査のなかに

は，地名の研究にもとつくものもくみこまれていたのである。また，総合的調査の方向は，

中国沿岸部のみにとどまらず，奥地，いわゆる少数民族地域にものばされた。そのことは，

地名の比定，確定をいっそうむずかしくさせ，その表現にも困難を集中させていったといえ

よう。r支那地名集成』においても，極力，周辺地域の地名が掲載されていたし，しかも，

モンゴル族，ウイグル族，チベッF族など少数民族地域の場合，“土詔”として，彼らの言語

による地名が集められていた。「本書の地名採録の範囲は，支那国の名目上の版図全体であっ

て，其の中には半独立の地方も含んでみるし，国境不確定地域も含んでみる。外国領土租借

地をも包含させてある。例えば外蒙（唐努鳥梁海を含む），西蔵，雲南省四辺，香港，武門，

広州湾等を包含せしめたが如きこれである。1ω），「支那本部中北京語の通用し難い地方の地

名は，地方音を以って表はされてあるから，之等の検索に当っては先づ第二編和漢対照の部

に依られる方が寧ろ便利であろう。豪彊地方の地名は，大体に於いて，県名を除いては，他

は大部分土語であり，使用漢字も殆ど当て字である事情に鑑み，之等は専ら土音を採用する

方針を執った。従って第二編に依って検索される場合でも多くは土山に依らねばならない」

（t12）（傍点筆者）と。　しかし，その当時，中国内部においては，少数民族の自治の制度が保

証されていなかったため，その地域においては通用する地名が，全国的には通用しないこと

が多く，いわゆる“北京語”として翻訳しなければならなかった。つまり，中国内部では，

現地名→漢訳（漢字に直訳，ふつうそれを漢音よみする）として理解された。日本では，英

訳などを媒介とする場合も考慮して，おおむね，

　　　　　　　　　　　　　　　＠

　　　　O＠　　1　＠　＠＠　」
（現地名）一→漢訳（音よみ）一→英（仏・独）訳一→日本訳

F．一一N一一一g　T　1
　　　　　　　　　　＠

のパタンをへて訳されたといえる。①のパタンの場合，現地名→漢訳のときすでに，漢音で

表現され，漢語→日本訳のときにはもう現地名の全体像を残しているとはいえない。（漢語

地域の地名については，音を問題にしない場合，漢字から漢字に移すだけで，とくに“不都
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合”はなかった）②のパタンの場合も，①と同様に，漢訳のとき，現地音からはなれ，漢語

→英（仏・独）訳，英（仏・独）訳→日本馬のとき，それぞれ，音のゆがみを増幅させる。

③のパタンの場合，表音文字を使用している地域の現地語の場合，現地名→英訳のときに

は，①，②のパタンの場合よりも，むしろ比較的原音に近い形で表現されるといってよい。

④のパタンの場合，ほぼ③のパタンと同様であるが，地名の蒐集，現地語の研究そのもの

は，日本帝国主義の進出と比例しており，地域により，その濃淡があった。なお，①，②の

パタンの場合，少数民族が文字をもっていない場合が多いため，現地名→漢訳という過程

については，漢語を話す人々が歴史的にみて少数民族地名をすでに漢語として表現してきた

こと，すなわち慣用的にずっと漢語そのもので少数民族地名をあらわしてきたことが多く

（たとえぽウルムチを廼化，r支那地名集成』によれば，　Tihwaのように），現地名→漢訳そ

のものが省かれることも多かった。③のパタンの場合，先にのべたごとく，文字をもたない

少数民族地域の地名であっても，比較的原音に近いものが期待できる。このことは，ラテン

字母使用の優越性を示すことにもなり，漢語表音化のための一つの強力な理由の一つとなっ

た。しかし，次章でも考察するように，漢語が表音化されても，少数民族地域の地名がそこ

にtt正しく”反映されるには，もう一つのクッションが必要であった。すなわち，①，②の

場合のように，現地名→漢訳の過程をへて，あて字としての漢字が現地語の訳として綴られ

ても，音よみの段階で漢音よみされるため，漢字に現地よみに近い表音をふるという作業が

されねばならなかった。

　かくて，漢語地域の地名をはじめ，とりわけ，少数民族語地域の地名にみられた表現の不

統一，混乱は，漢語→外国語訳の段階より，むしろ現地名→漢語訳の段階にその因を発して

いた。さらに少数民族語，漢語自体の表音の方法が皆無かあるいは未完成のゆえに生じたも

のであったといえる。したがって，現地音よみ主義をとった『支那地名集成』などでも，た

とえば，日本訳ホリソゴル，漢語和林内評（内蒙古自治区，当時鞍遠省）の場合，漢音の

Holinkoerh（現在，地名としての語を考慮せずに発音すれば，　Helin’9醗r）と表現されて

おり，より原音に近い，Kholingol（現在の漢語表音の場合Horinger）の見だしは，二次的

なもの（43）となっていた。また，クンカ，漢語貢葛（チベット自治区，当時西康省）の場合，

漢音のKungko（現在，文字通り発音するとGδngga）と表現され，現在の現地語に近い

表現（漢語表音Gonggar）は提示されていなかったのである。それには，現地名→漢語表

音化の段階に，各少数民族語ごとに一定の規則を設けなければならないのであり，また，そ

れゆえに，現地名の現地語表現の確立すなわち少数民族語の表音化の制定と同時に，一定の

時間が必要だったのである。中国においては，実際には，それは，1965年以降となったので

ある。17世紀の初頭以来，試行錆誤を続けてきた文字改革，漢語表音化の試みは，19世紀末

さらには魯迅の生きた時代から，ようやく体系的にすすめられてきた。以上，考察したごと

く，漢字の歴史的位置一たとえば，ほとんどの人々にその文字が通用しなかったこと，すな

わち，漢字が漢語を使用している人々のものにはなっていなかったことなどから，延安をは

じめ，その他の地域で，漢字の普及と同時に，漢字の改変が，新たに付加されてきた。そ

して，そのことは，同時に，少数民族語を使用している人々が，少数民族語を自らの文字で

表現し，よむことの実現化をめざさなければならないことを意味していた。少数民族と漢語

との関係ひいてはその地名の表現は，したがって，同時代の“民族自治”の問題などと関連

させながら，考察しなければならないのである。
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3　少数民族地域の地名問題

　イ）　少数民族地名表現における“漢語中心”主義

　先にも考察したごとく，地名の漢語表現化，日本での表現をとりあげるとき，問題となる

のは，実は，ほとんどが少数民族地域の場合である。そこで，これらの地域の地名表現の問

題について考察してみよう。

　現在，中国において発行されている書物，新聞における地名の表現は，基本的には，漢字

によっている。また，わが国においても比較的入手しやすいと思われる地図や地図帳（Atlas）

の類も，そのほとんどが漢字表現によっている。すなわち，『中華人民共和国地図（ZHONG

HUARENMINGONGHEGUO　DITU．図葉内には，漢語表音はない。）』（地図出版社編集

製作出版1957年初版，以降，数版をかさねている。中国では，もっともポピュラーな，基本

的な地図に位置づけられていると思われる。），『中華人民共和国地図』（地図出版社出版，外

文出版社訳，1966年。この地図は北京発行の日本語版であるため，中国本土の部分には，そ

の地名が，日本で使用されている漢字で印刷されている。ただし，なかでもシソチヤソゥィ

グル自治区，チベット自治区，青海省などの少数民族地域の地名には，現地音よみのカタカ

ナでルビがふられている。その点からいえぽ，この地図は，部分的には漢語表音化を（少数

民族地名に）ほどこしたものといえる。また，周辺の国家すなわちソ連やベトナムなどの地

名はカタカナで表記されている。），r中華人民共和国地図集』（地図出版社編集製作出版印刷

1972年夏，9］中国地図冊（ZHONGGUO　DITUCE）』（図葉内には，漢語表音はない，1973年），

r中華人民共和国分一地図集』（地図出版社編集製作出版印刷1974年。この地図帳には，「中

華人民共和国分省地図属地名索引」がついているが，その配列は，地図に漢語表音がほどこ

されてないことから，当然地名の頭文字の部首筆画順となっている。ただし，漢語表音によ

っても参照できるように，地名の頭の文字についての漢語表音検字表がついている。r簡要

説明……6為便利不熟悉部首出鼻者使用索引，特附く地名首字漢語忍音槍字訳〉和く地名首

字筆画槍字表〉。可根据地名首字面筆画或漢語耕音小声，駒揖的証序査到所出地名的索引」

とある。），r亜洲地図（YAZHOU　DITU．図葉内には漢語表音はない。）』（44）（地図出版社編

集製f乍出版1975年）の中国の部分などがそうである。この間，1974年に600万分の1漢語表

音版r中華人民共和国地図』が地図出版社から編集製作発行印刷された（45）が，今のところ，

まだ，系統的に表音による地図が作成されているというわけではない。したがって，地名の

分野にまで漢語表音が活用されるには，もう少し時間がかかる。中国の国内においては，実

際の場面での漢語の表音による表記は，漢語地域をのぞき，少数民族地域の言語すなわち漢

語とは異なる言語からの翻訳を最初にしなければならない。つまり，前章で考察した表式の

うち①，②のパタンの前半の過程が実行されねばならない。この際，まず，外国の人名，地

名の翻訳のとき，魯迅らが主張した“単純な音訳”が行われる。これは現地音よみ主義をつ

らぬくならばきわめて妥当なものであろう。

　しかし，ここで少数民族地域の地名が，文字では，できるだけ現地音に忠実におきかえら

れたとしても，漢語の性質上，それを再び発音する際には，かなり異なったものとしてたち

あらわれる。すなわち，それは，漢語が本来単音節的な樽造を有するためであり，一音節が

一つの意味を表現するには，きわめて有効な言語であるが，音節自体に注目すれば，音節と
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音節の構成部分をあらわすための表記には，ほとんど役をなさないことから生じる。だから，

少数民族地名を‘∫単純に音訳する”ということは，現地語一漢語の1対1対応を行い“漢字

でルビをふる”という形になるということなのだが，その少数民族語が単音節的な構造の言

語でない場合，ルビをふったトタン，原語とは異った音が表現されてしまうのである。たと

えばシンチャンウイグル自治区の日本語でのウルムチは，漢字では鳥引回斉をあてるが，そ

れをそのまま表音したとすれば，Waltimdqi，プクシャマラルは布克二七拉勒で，　BUk6－

shamtilalb，内蒙古自治区のフホホトは呼和浩特で，　Huh6haot6，ダルハンムミンアン（連

合旗）は達爾牢茂明安（連合旗）で，Dh’さrh5nmCtoming’an，チベッ］・自治区のシガツェ

は二三則で，Rik溢z6，クソプチャソタは，工布江達で，　G6ngbUjiangd銭となる。わが国

でも，このような表現にとどまる傾向がある。たとえぽ1961年出版の香坂順一，太田辰夫

の『現代中日辞典』，また，1963年の倉石武四郎の岩波『中国語辞典』は，“漢語表音方案”

によってその語彙を“完全にローマ字順に排列”した，わが国では“先駆的”な辞典であっ

たが，少数民族の地名についてはこの種の表現にとどまっている。すなわち，原地名→漢

（字）訳→その漢音よみ，にとどまっているのである（たとえば，ウルムチW磁mUqiな

どのように）。これでは，少数民族による現地音はまったく考慮されていず，地名について

の“ｿ語中心”主義，いわば’t中華思想”であり，正しいものではない。

　したがって，前章で考察したごとく，和林格繭の表音をH61in’g6’6rとせず，　Horinger

としたように，その少数民族語の音を忠実におきかえる漢語の表音上の工夫（46）が必要であ

ったのである。そしてついに，1965年には，後述のごとく中華人民共和国国家測量製図総局

と中国文字改革委員会が「少数民族語地名的漢語併音字母音詳轄墨守（草案）」および「籾

種少数民族語地名的漢語併音字母音課轄寓法，（→冷刻爾（ウイグル）語，⇔蒙古語，〔⇒蔵

（チベット）語」（47）が発表され，地名に関する今までの事実上の“漢語中心”主義が改めら

れる可能性を生みだしたのであった。また，その後，1974年には，中国文字改革委員会と中

華人民共和国国家測量製図総局とによって「中国地名漢語併音字母轄篤法」（48）が，さらに昨

年1975年には「関於用漢語併音字母下押中国人名地名的幾点説明」（49）が，中国文字改革委員

会によって発表された。このことは，現地音よみ主義を徹底するということである。現地語

を漢字に移し（先の漢訳のパタンのうちの①および②の過程の前半部），先述のごとく，ま

ず，それぞれの漢字の“音”を基礎にしながら（すなわち，従来はここでとどまっていたわ

けである），表音を工夫することによって，その“音”をこえた少数民族の音を，なるべく

正しく反映させようとするものであった。ある意味では，長年の漢語の特徴をうちやぶった

ともいえる画期的なことであった。こうしてようやく，ウルムチ　（鳥笛木斉）はUrUmqi，

プクシャマラル（布野下馬平野）はBuksamaraiと，フホホト（呼和浩特）はHuhhot，ダ

ル・・ンムミンアソ連合旗はDarhan　Mumingan（連合旗）と，シガツェ（日喀則）はXi・

gaze，クンプチャンタ（山肥江達）はGongbo’gyamdaと表現されることになった。ここ

で，漢語の特徴とは，たとえぽ日喀則の“日”は本来r主であり，xiという他の音をもたな

いということである。それは漢語では基本的には，“太陽”のことをr｝という単音節で示

し，そのriを“日”という字でうけること，すなわち，一つの音節→一つの意味→一つの

文字という対応を示すことからくるものであった（なお，先にあげたr現代中国辞典』，岩

波丁中国語辞典』は，1965年以降，現在にいたるまで，少数民族地名の表現はそのままであ

り，地名に関する“中華思想”は訂正されていない）。
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　かくて，UrUmqiなどという表現法をとりいれるには，少数民族誌が，“漢語中心”主義

によって，その地位をうばわれないようにすること，また，それには，言語をも含む少数民

族の地位そのものの確立が必要であったのである。

　口）　“漢語申心”主義の克服と少数民族地名

　少数民族地名の表現について，彼らがそのもととする少数民族語は，中国では多くの語系

からなり，すべての民族が文字をもっているわけではないが，用いている文字もさまざまで

ある。たとえば，回族の場合は漢語を使用している。宗教的にはイスラム教徒であるが，ア

ラビア語，ペルシャ語は使用せず，漢語のなかに，宗教用語としてのアラビア語，ペルシャ

語の語彙を混入q8）させているのみである。そのため，寧夏回方自治区，陳西，甘粛，四川

各省，シンチャンウイグル自治区などに集中しているが，彼らの居住する地域の地名は，漢

語で表現されている。これは，7世紀ころからの彼らの中国への移住のなかで，いわば，歴

史的に形成されてきたものであり，とくに問題はない。また，1958年に開かれた第2回少数

民族語言語文化科学討論会で制定された少数民族の文字制定に関する5項目の原則のうちの

第4項に，長期にわたって，漢語やその他自己の文字を使ってきた場合，とくに別の文字を

創る必要はない（発呼民族長期以来已経使用了漢語漢文或其他民族的語言文字，這種文字實

野上已思為発電民族自己的語言文字，不三千外創制文字。）（49）と制定していることから，回

族地名は漢語の表音化によって解決する。しかし，回族の場合は，むしろ，例外的なもので

ある。その他の場合，少数民族地域の地名表記は，地名をもふくむその少数民族の言語が，

まず，それにふさわしい文字で表現され，漢語と対等の地位にまで向上していなければなら

ない。

　シンチャンウイグル自治区においては，ウイグル族，カザフ族を中心に，多くの少数民族

が居住している。ウイグル族の場合，アラビア文字系統のウイグル文字を使用していたが，

右から左への横がきのゆえに，数式，楽譜が“逆転”するという現象があり，また，文字自

体が複雑であることなどから，解放後ずっと，文字改革の要求が彼らのなかにあった。そこ

で，1959年以来，文字改革が研究され，1964年，シンチヤソウイグル自治区第3回人民代表

大会第1次会議で，“ウイグル語新文字方案”が通過し，ついでカザフ族の“カザフ語序文

字方案”が通過し，1965年から推進された。その内容には，“漢語表音方案”が考慮されて

いることが明らかであり，“漢語表音方案”と字母（ローマ字），よみ方の上でほぼ共通して

いるといえる。幾種少数民族語地名的漢語排音字母音課輔爲法を参照せよ。したがって，漢

語表音による地名は，ウイグル語の表現をそのまま使用すれぽよいことになる。新文字制定

の意義については，「新文字既能充下表達雨族語（ウイグルおよびカザフ族，筆者）的弓点，

又能守勢南冷語不断獲展的需要。新文字字母下形清晰，便於学習和使用，有利於三等識字速

度。新文字也為打興，印刷和電報通訊設備的現代化，提供便利條件。推行刑種新文字，還有

利於中国各族語言共同成分的不薩1〒増長，有利下墨曾強中国各族的団結和維護全国的統一。現

在，整序自治匿学会使用新文字的人数，已達二百多万，大大超過從前使用旧文字的人数了。」

（so）とあり，生活の向上，民族の団結と使用人口の増大に大きな影響のあることを示してい

る。

　蒙古語では，表音文字のいわゆる“回忌文字”が使用されてきた。蒙古語の図書は，1966

年以来，10年間に1，000余種，2，330余万冊発行され，解放後からその時点までの図書にくら

べ，蜘行部数は1．7倍に達している（5D。蒙古語を使う人々に，内蒙古自治区，吉林，黒竜
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江，遼寧，甘藷，河北の各省，寧夏回族自治区，シンチャンウイグル自治区の9省，自治区

を中心に拡がっており，彼らの文学をはじめ，最近では，f紅楼夢．1，　r水濫』，　r中国古代思

想史』などの蒙古訳本などが出版されている。彼らは，いわゆる“反動的蒙古貴族，牧場主

和反動的宗教領袖”などからの解放なしには，その言語を確保しえなかった。モンゴル人民

共和国では，文字改革の際ロシア文字を導入したが，中国の領域内の蒙古族の場合は，自己

の文字の保有を希望しつつ，解放感の民族政策，言語政策によったわけである。

　さらに，チベット族の場合，1951年の解放後「可動活字もなけれぽ機械もなく，ジャーナリ

ストも印刷労働者も」（52）いない状態の改革がはじまった。1951年5月の“中国・チベッ1・協

定”では，「中華人民共和国の全民族の大家族中においては，民族的地方的自治が，少数民

族の集結する地域に実現され，すべての少数民族は，自己の言語，文字を発展させ，自己の

の風俗，習慣，宗教的信仰を，維持または改革する自由をもち，中央人民政府は，全少数民

族がその政治的，経済的，文化的，教育的建設事業を発展せしめるよう，援助すること」（53）

となり，17の項目のうち9で「チベットの実状にしたがって，チベッ1・民族の言語，文字，

学校教育は，徐々に発展せしめられる」（54）ことが明記され，トラック，飛行機，原子などの単

語すらない言語の改革がおこなわれたのである。チベッ1・語自体で表現できない場合，漢語

の音が導入された。これは，いわゆる“西蔵的三個大領主即反動的地方政権貴族和剛i螺’（55）

の支配による社会的状態の打破を前提とした漢族との協力からうみだされたものであった。

そして，「漢族幹部和人民要厳格遵守二丁民族政策，尊重少数民族的風俗習慣，学習少数民

族的語言文字。各民族二二二相信任，三相尊重，互相学習，互相帯助！（56＞のように，少数民

族一チベット族の言語文字を尊重するという，お互いの立場の確立が，あわせて追求され

たのである。チベット族の地名は，したがって，チベット文学で表現されるが，漢語で表記

する場合は後にふれるように，特別な規則を設けて，“漢語表音方案”によって書きかえて

いる。

　現在その他の多くの少数民族地域では，二二の例などを除き，彼らの言語と文字が使われ

ており，それらはまた，それぞれの少数民族の地位の向上をめざすなかで確立されてきてい

る。1954年に公布された「中華人民共和国憲法」には，その前文中において，民族の地位に

ついての規定があり，解放後の一定の成果を総括的にのべ，以後の少数民族の地位向上のた

めの方向を提示している。「わが国の各民族はすでに団結して，自由で平等な民族の一大家

庭をつくっている。わが国の民族的団結は，各民族間の友愛と相互援助を発展させ，帝国主

義に反対し，各民族内部の人民の共通の敵に反対し，大民族主義と地方的民族主義に反対す

ることを基盤として，ひきつづき強化されるであろう。国家は経済建設と文化建設をすすめ

る過程で，各民族の必要について配慮し，社会主義的改造の問題では，各民族の発展の特殊

性に十分目注意をはらうであろう。」（57）と。そして，第3条において民族の規定を明確にし

ている。r中華人民共和国は，統一された多民族国家である。

　各民族は一律に平等である。いずれの民族にたいする差別と圧迫も禁止し，各民族間の団

結を破壊する行為を禁止する。

　各民族はすべて，自己の言語文字を使用し発展させる自由をもち，自己の風俗習慣を保持

し，または改革する自由をもつ。

　各少数民族が集居する地方では，区域自治を実行する。各民族の自治地方は，すべて，中

華人民共和国の切りはなすことのでき「ない部分である。」（58）。これは，1949年に採択された
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中国人民政治協商会議共同綱領の「各少数民族均有獲展其語言文字……的自由」という規定

をうけ，従来，文字をもたなかった民族の文字保有の権利設定をふくめて，言語，文字発展，

民族の向上などの運動を，中国の社会主義建設というトータルな課題にくみこんだものであ

る。それ以後は，文字改革委員会などの専門委員会の部分と五力年計画などの全体の社会主

義建設の部分とが結合されることとなる。従来の文字問題，民族問題に，より重層的な変化

がつけくわわったと解釈してよい。すなわち，「一個迫切的政治任務（傍点筆者）」（59）として

中国では，与えられているものである。さらに，改革のテンポに，拍車がかけられたことも

あげられよう。「鳥沢規定，在杁1956年開始的両，三年時間内，要普遍調査少数民族的語言，

並帯助那熱田要創勢和改革文字植民族完成文字方案的設計工作。」（60）と。また，このころから，

同時に，漢語そのものについても，改革のテンポがはやまっている点にも注意すべきであ

る。彼らは，その目標を，“民族統一語”ということにおいている。r対於漢語語音，語法，詞

彙和漢字改革的研究也倣直鎖少エ作。現在漢字簡化的工作巳維到了實行的階段。進行了方言

調査三関於詞彙，語法研究，為漢民族的r民族統一語』準備了条件。同時，還似訂了漢語古

音文字方案的草案」（61）と。これをうけ，1958年の段階，すなわち漢語表音方案制定以後におい

ては，とりわけ改革のテンポが高まり，いくつかの少数民族のなかにラテン字母をはじめ，

その他の形式による文字が創られ，少数民族の文字保有率はたかまった。そして，各少数民

族地域の地名は，自らの言語でまず表わし，それをさらに漢語表音化（ラテン宇母を使う少

数民族語の場合は，ほぼそのまま）によって全国的，一般的表現をとる作業を行ったわけで

ある。この聞，憧（荘，チワン，広西チワソ族自治区など），苗（ミヤオ，貴州省など），郵

（イ，雲南，四川省），個（トン，貴州，湖南省など），恰尼（ハニ，南雲省），便藻（リス，

雲南省），黎（リー，広東省海南島），甲西（ナシ，雲南省）族などが表音文字を創り，俸

（タイ，雲南省），拉祐（ラク，南雲省），景頗（チソバウ，雲南省）などの民族が文字を改

革した。

　このような工作の進展（62）のなかに，いくつかの経験あるいは方向ともいうべきものがう

まれている。すなわち，

　①　あい異なる状況に応じて，少数民族の文字を創るか，改革するかは，少数民族の文字

の問題を解決する重要な原則であること。

　②少数民族語の工作中では，各民族語を一歩一歩漢語に近づける方向でとらえなければ

ならないこと。

　③少数民族語を発展させるなかで，少数民族が同時に漢語を学習する要求を満足させね

ばならないこと，の3点である。

　かくて，少数民族の地位向上とともに，少数民族語の地位が向上し，ひいては，地名表現

の基礎となる少数民族語によって地名衷記の確立が示されているといえる。しかし，最近で

は，とくに「文化大革命」以降の検討すべき傾向について指摘しなければならない。それは，

先の民族画工作中の②，③の経験とも関連しているもので，少数民族の伝統的な風俗，習慣

の尊重（ひいては，それを表わす語の尊重），各民族間の相互援助などの比重が軽くなって

きたということである。中国内において，漢族はほぼ95％をしめるため，当然ながら，少数

民族に大きな影響を与えており，少数民族語のなかにも漢語がはいる。先のチベット語の例

のように，それは新しい概念を示す語に多いため，少数民族の風俗，習慣など以前からの語

彙が，「漢語に近づける方向．iで部分的には“急速”にかえられているということである。
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また「文化大革命」以降，“相互援助”による漢語の翻訳物が多いが丁論孔丘』，r孔丘教育

思想批判』など，一般的，政治的なものの比率が高く，民族によっては，少数民族の独自性

がとぼしいことなどである。この傾向は，文字改革，漢字の表音化，少数民族地名の表記の

確立が，工954年「中華人民共和国憲法」制定によって，ドラスティックに展開されたことと

同様の理由によるといってよい。現行憲法は，1975年1月に採択されたものだが，1970年

1973年と2度の草案採択をへて完成したものである。そのなかの“少数民族”の規定に，1954

年憲法からの後退がみられるのであり，それがまた，現実の少数民族政策に反映しているの

である。先に引用した1954年憲法の前文の民族に関する規定は，2つの草案にはなく，また

1975年憲法にも，まったく記載されていない。さらに，これら3つの草案，憲法とも，第4

条に“民族の位置”の項があるが，そこでは，表現のちがいはあるものの，先に引用した

1954年憲法のそれと対応する第3条のうち，「いかなる民族にたいする差別や圧迫をも禁止

し，各民族間の団結を破壊する行為を禁止する。……（すべての自己の言語文字を使用し）

発展させる自由をもち，自己の風俗習慣を保持しまたは改革する自由をもっている。」とい

う部分が見事に削除されているのである。1975年憲法第4条では「中華人民共和国は統一一一一・さ

れた多民族国家である。民族の区域自治をおこなっている地方は，すべて中華人民共和国の

不可分の一部である。

　各民族は一律に平等である。大民族主義と地方民族主義に反対する。

　各民族とも自分の言語文字を使用する自由を有する。」とある。最近の少数民族語工作の

傾向は，この憲法における民族の地位の規定の“後退”と無関係ではない。「憲法は現在に

ついて語」（63）るものだとするならぽ，前文の該当部分，条項の部分的削除は問題のあるとこ

ろである。

　ハ）　漢語表音と少数民族地名の対応

　少数民族語の位置，さらに地名の表現については，このような社会的背景や傾向を考慮し

なければならない。したがって，地名の表現については技術的諸問題のみに目をむけてはな

らないが，少数民族地名の漢語表音化の問題は，実際の場面においては，どのようにその音

を表音するかという聞題である。そのため少数民族地名を日本語に移す場合，どのような約

束事をするかという技術的な問題はさけられないことである。先述のごとく，1958年の“漢

語表音方案”制定によって少数民族語の漢訳のときに漢語のもつ単音節的傾向を打破する可

能性をつくったが，烏直木斉がWu1首m心qiではなく，現地音により近いUrUmqiとよむ

には，一定のかきかえの法則をまとめなければならないのであるQそれには，民族語の表音

化が前提となったが，“漢語表音方案”制定後7年，その準備期間をいれると10年余かかっ

たのである。それは1965年の中華人民共和国国家測量製図総局と中国文字改革委員会による

“少数民族語地名的漢語併音字母音言睾縛電電（草案）”で，詳細なかきかえ方が示され，

1974年の中国文字改革委員会，中華人民共和国国家測量製図総局による“中国地名漢語耕音

字母併爲法”および1975年の中国文字改革委員会による“関於用漢語玉音字母耕爲中国人名

地名的幾点説明”に結集された。それらは次のとおりである（64）。



72

少数民族誌地名の漢語表音字母音訳書きかえ方（草案）

　　（少数民族語地名的漢語排音字母音諜縛鳥法）

中華人民共和国国家測：量製図総局

中国文字改革委員会

総 jI貝

　第1条　少数民族語地名の漢語表音字母音訳書きかえ方の用途は次のごとし。

　（1）地図の測量製図工作中，少数民族語地名を調査し記録する導音の手段として

　（2）漢字音訳地名の正確さを高め，あわせてその統一的よりどころとして

　（3）字母の順序によって地名の資料と索引をくらべ，はやく検索できるように

　（4）漢語表音のなかで，少数民族語地名を音訳書きかえるよりどころとして

　（5）その他。

　第2条　音訳書きかえ方は“漢語表音方案”のなかの26字母，2つの付加符号および1

っの隔音符号に限定使用する。書きかえと記音を比較的正確にするために，音節構造は漢

語準標語の音節形式の制限をうけないでもよく，主音符号は，各種類のものが，容易に混

じる場合に応用でき，記音するとき，付加符号は，特定の字母の上につけくわえ，特殊な

語音を表わすことができる。

　少数民族がラテン字母をもっていれば，音訳書きかえのとき，その文字による。“漢語

表音方案”のものとよみ方および用法が同じかあるいは近い字母は，一律に書きうつし，

異なるかあるいは近くない字母は，書きかえの方式を別々に規定する。文字がラテン字母

式でないとき，字母とよみ方にもとづいて，相応するラテン字母をわりあてる。文字がな

いものは，通用語音にもとづいて標記する。

　第3条　状況の特殊な地名は，下記の方法を参照して処理する。

　（1）慣用的な漢字訳名がたとえば一部分音訳で，一部分が意訳の場合，その音訳の部分

　は，当該民族の原名にもとづき，音訳書きかえ方を用いてかく。意訳の部分は固有名詞

　の部分の形容詞，補語および普通名詞の部分をふくめて，漢字の注音によってかく。

　（2）慣用的漢字の訳名がたとえば抄訳の場合，具体的状況をくみ，あるものは原名の全

　部の音訳によって書きかえ，あるものは抄訳の漢字の注音によってかく。

　（3）漢字の訳名がすでに漢語形式に変化（いわゆる漢語化）している場合，あるいは地

　名が，もともと少数民族に由来し，現在その地の多数の住民に漢語が通用している場

　合，漢字の注音によってかき，必要なとき，原名の音訳かきかえ方に注意する。

　（4）慣用的漢字音訳地名が，たとえば，今日のその地の少数民族語の地名と異っている

　場合，漢字の注音によってかくことができ，同時にその地の少数民族語の音訳書きかえ

　方に注意する。

　㈲　その他の特殊な状況は，具体的に考慮し処理する。

　第4条　現在，まず，ウイグル語，蒙古語およびチベット語（ラサ語）の地名の音訳書

きかえ方を立案し，その他の少数民族語地名の音訳書きかえ方は，ひきつづき立案計画し

ていく。
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二，三種類の少数民族語地名の漢語表音字母音訳書きかえ方

　　（幾種少数民族語地名的弓語三音字母音言睾輔篤法）

（1）　ウイグル語
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヨンラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パリン
ー説明：（1）蒙古語地名の音訳書きかえは，文語と口語（正藍（Xulun　Huh，筆者）族，巴林

右旗）とが結合した習慣’的読み方を標準とするQ

（2）蒙古語の単・母音は長短にわけられ，一般には，・長短分けずにかき，地名の長母音記音

には，2つの字母を用いて表示する。
（3）音訳書きかえ方のなかで，無符字母と加符字母がならんでいるものは，一般には無符

字母を用いてかき，地名記音には加符字母を用いる。　　’

（4）口蓋化子音の書きかえのときには，子音のあとに偲音iをくわえる（たとえばgobi

黄壁）Q
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）チベット語
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＊　前置または上置字母をつけくわえることのあるものを示す。

＊＊前置または上置字母をつけくわえないものを示す。

説明：（1）もとの音訳書きかえ方はラサ語音を基準とし，アソト（安多）方言およびカム

（康）方言は参照ならびに補充使用ができる。

（2）チベット語（ラサ語）には声調があるが，一般には，省略してかき表示しない。地名

記音のとき，たとえば，声調を表記する必要のあるときには，声節の右上角にアラビア数

字を書けばよい。’（X　53“mU），2（435調），3（1　550S），4（　A　15調）と。

（3）チベット語（ラサ語）の喉破裂音の韻尾（？）は，漢語表音字母を用いて音訳書きか

えるときには省略できる。ただし，2音節語の第1音節（動詞および第2音節が軽声であ

る語は除外する）および多音節語において，連続する2つの音節の前の音節が［k］と読

まれるときには，漢語表音字母gを用いて書きかえる。

（4）チベット語（ラサ語）のふつう母音ではじまる音節は，たとえば，降調あるいは高平

調の場合，まえにはみな軽微な喉破袋音（9）を有する。たとえば，昇調の場合，まえに

みな，有声喉音［A］をもち，音訳書きかえ方は，みな無声母として処理する。

（5）鼻化韻母［a］［6］［aコは，2音節語の第1音節にでてくるだけであるが，漢語表音

方案のなかの韻母anonunを用い，分けて表示する。

（6）チベット語文語の同音の声母は比較的多く，音訳書きかえ分のなかでは，ただ，もっ

とも基本的な字形だけを書く。

⑦　音訳書きかえのなかでは無符字母と加符字母とが並列されているのは，一般には，無

符字母を用いて書き，地名引音には加符字N：を用いる。

　　　　　中国地名の漢語表音字母綴り方（中国地名漢語排音字母併爲法）

L　漢語表音字母を用い中国地名を書く場合，漢語地名は標準語により書き，少数民族語

地名は“少数民族語地名の漢語表音字母音訳書きかえ方（草案）”によって書きかえる。

2，漢語地名では，固有名詞と普通名詞はわかち書きをする。村鎮の名称は，固有名詞と

普通名詞とに区分せず，名音節はつづけて書く。

　たとえぽ，黒竜江／省，通／県，台湾／海峡，泰／山，福町／閉場，周口店，旧県，王

村，西二二，大虎山，大清河

3，漢語地名中の付加形容詞は，一般に固有名詞および普通名詞の構成部分にする。

4．少数民族地名のなかの固有名詞に普通名詞は，一般にわけてかく。

5．少数民族語地名のなかの普通名詞と付加形容詞は，習慣上意訳あるいは音訳されたも

の，あるいは音訳後さらに意訳されたものも，一般にみな，漢語の習慣によって書く。意

訳の部分は漢字によって注音をほどこし，音訳の部分は民族語によって書ぎかえる。

6．地名の頭文字は大文字にする。地名がいくつかの節にわけて書かれる場合，各節の頭

文字もみな大文字にする。

7．特殊な地名は，特別に処理する。　　　　　，

中国文字改革委員会

中華人民共和国国家測量製図総局

　　　　1974年5月
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　　　　漢語表音字母を用いて，中国の人名・地名を書くことについてのい

　　　　くつかの説明（関於用漢語併音字母嘘泣中国人名地霊的点点説明）

1．漢語表音字母を用いて，中国の人名・地名を書くことは，ローマ字母を用いて書く各

種の語文，たとえば英語，ドイツ語，スペイン語，エスペラントなどに通用する。

2．中国の人名・地名のローマ字N綴り方が漢語表音字母の書き方に改められてからのち，

口訳および放送のなかでのわが国の人名・地名の読み方は，相応に改変しなけれぽならな

い0

3，その他，P一マ字母を用いて音訳しなければならない漢語の単語も，また，漢語表音

字母の書き方に改めなければならない。たとえば，わが国の歴史王朝名，新聞雑誌名，度

量：衡単位名，貨幣単位名など。

4，若干のよくあらわれる著名な中国の歴史上の人物で，もともと慣用的な綴り方をもつ

もの（たとえば孫出血など）は，あらためずに，旧綴り方を用いることができる。また，

漢語表音字母に改めることができ，そのあと旧綴り方を（）でつつんでおく。

中国文字改革委員会

　　1975年3月

　少数民族語から漢語への表音かきかえは，こうして中国国内で比較的多数をしめるウイグ

ル，蒙古，チベット族の言語，地名からその実例が示されることとなった。しかし，“少数

民族語地名的漢語即題字母課轄爲法”第4条でのべられたその他の少数民族語に対する地名

の音訳書きかえは，他の少数民族語の文字創造，文字改革が完了していない状況を反映し，

あまりその進展をみせていない。また，漢語地名の表記自体についても，少数民族地名と同

様に黒竜江／省などとする新しい方法が，“中国地名漢語掛音字母掛爲法”として提案され

たのが，1974年であり，それよりもう少し大衆むけに公表されたと考えてよい“関於用漢語

排音字母傳爲中国人名地名的幾点説明”が公布されたのが1975年である。その点からいえば，

漢語表音方案にもとづいて，くりひろげられてきた漢語地名，少数民族地名の表現の確立は，

やっとその最初の準備段階をおえたばかりといえよう。そして，これからは，“幾種少数民族

語地名的漢語併音字縁痛言睾鱒寓法”におけるウイグル語の場合のように（その字母がOl－g，

含，e－a，翫など若干の非対応をなす例外を除けば），漢語表音字母とほとんど同じであるよ

うなラテン字母がその“確立”のための中心にすえられるのは明らかであろう。

お　わ　り　に

　この方向は，魯迅らがくりかえしのべたことと一致する。しかし，解放前の中国は，漢字

自体が少数の人々ににぎられた，“文無なき”，“声なき”中国であった。延安などのうごき

も部分的なものであった。また，解放後，ただちにとりくまれた，文字を人々にとりもどす

運動も，社会主義建設との結合という実践的課題の遂行という場面で，数年をへて“文字改

革，漢語表音化”案を得たのである。この長い歴史は，地名の表記法の確立も改革へのやっ

と第一歩にすぎないこと，また，少数民族語の表音ひいては漢語表音との関係も，単なる固

有名詞としての地名の語から語への翻訳という技術的なものにのみその焦点があるのではな

く，あくまでも民族の地位の向上なしには解決しえないものであることを明らかにしてきた
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のである。1954年の憲法において規定された大漢民族主義地方民族主義克服の問題の存在

は，だが，少数民族の地位の向上が困難な仕事であるということを意味し，1957年に毛沢東

をして次のことをいわしめている。「漢民族と少数民族とのあいだがらをよくすることが，

絶対に必要です。この問題にたいする鍵は，大漢民族主義の克服です。少数民族の中に地方

民族主義があらわれているところでは，その地方民族主義を同時に克服しなければなりませ

ん。大漢民族主義にしろ，地方民族主義にしろ，どちらも各民族の団結，人民の団結のため

に不利なものでありますから，これは人民内部の矛盾の一つであって，克服しなければなり

ません。」と。同年には，「独立的卜辞爾斯学（独立のウイグルスタン）政府」，「東土耳基斯

坦伊栄蘭（東トルキスタンイスラム）共和国」への設立への動きや“蒙漢分治”の要求があ

らわれている。いずれも，未発におわったり，続く反右派闘争などで鎮静されたりしている

が，文字の制定，文化の向上，生活の充実などという具体的成果のつみかさねのなかで，克

服しなければならなかった。最近では，先述したごとく，大群民族主義反対をとなえた同じ

毛沢東らによって，「文化大革命」をへて実施された1975年新憲法前文における“民族条

項”の捨象，条項の一部削除という問題が生まれた。少数民族中，最大の人々をほこるチワ

ン族にとって「民族画報」チワソ語版の再刊は，ずっと延期されてきた。これらの現象は，

すべて，大剛民族主義，地方民族主義の克服がいかにむずかしいかをあらためて示すもので

あり，今後とも，ジグザグコースをたどっていくことは必至である。

　くりかえしてのべてきたように，地名表現の問題は，このような民族の地位の向上，その

他の民族的諸課題の解決などとの関連（65）においてとらえなけれぽならない。中国の地名表

現は，漢語地域のそれの場合漢語表音方案によるため，現地音よみ主義をとるには，日本

語では，カタカナの表現をいかにするかが問題となった。ただ，一般的には，漢字によって

表現されるため，むしろ，簡体字の処理をどうするかに当面の問題があった。少数民族地域

名を表現する場合，彼らに文字があることを“前提”とし，その音を漢語表音方案によって

あらわすことからはじまった。そして，ここでいう“前提”の実現には，少数民族の諸問題

の解決が必要であったのである。少数民族の意志が尊重され，“前提”の内容がととのった

上で，少数民族地名の漢語表音化の作業が始まった。そして，少数民族語の地名音＝漢語表

音を実現するために，いくつかの符号を作ることによって漢語表音字母音訳かきかえ方を考

案したのである。しかしながら実際には，現在，少数民族語地名を漢語になおす場合，まだ

漢字であらわしている。その漢字は，たとえば，鳥魯木斉の場合，Wultimtiqiではなく，

UrUmqiとよんだ。いいかえれば，漢字では鳥魯木斉（WUIUmUqi）は鳥魯木斉（Urtimqi）

なのである。つまり，たとえ，その少数民族地名を漢字に翻訳したとしても，特別な漢語表音

かきかえ方によって漢字という箱に音をこめてしまうのであり，漢字をみる人にとっては，

表音されていない場合，厳密にいえば，現地音を知っていなければその漢字は“読めない”

のである。こうなると，現地音にもとづいた音を表わすはずの漢字をならべても，一般には，

ル’ビをほどこさねばならないのであり，また，そうなれば，もはやルビだけが必要となって

漢字自体不要となるのである。したがって，将来，漢語表音化がさらに発展すれぽ，“関手

用漢語併音字母併記中国人名地名四幾点説明”にある“口訳”，放送のみに使用というだけ

でなく，地名（すなわち固有名詞すべて）はロー・マ字のみの表記で示されることになろう。

そして漢語の“世界文字共同的併音方向”のための突破口となると思われる。だが，それに

は，いつでも少数民族の地位の確保，少数民族語の尊重と漢語自体の発展，そしてその二普及
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などが前提となるのはいうまでもないことである。

注

（1）『人民日報』，1958年1月13日付所収。

（2）同上，1958年2月14日付所収。これは，直接的には，1956年2月，中国文字改草委員会の発表し

　た，“漢語併音方案（草案）”，“関巳時訂漢語掛音力案（草案）的幾点説明”をうけ，さらに周恩来の

　“門前文字改革的任務”における文字改革の指示および“国務院関於絶唱普通話的指示”における標

　準語の普及の指示をうけている。後者は漢語の統一の基礎について「四阿是以北京語音為標準音，以

　北方話為基礎方言，以典範的現代白話文例作為語法規範的普通話」とする。また，その普及のために

　12項目を設けている。とりわけ，少数民族地区における漢語普及の重要性についてふれているが，こ

　のことは後の章でとりあげるように少数民族地名の漢語による表現の前提のすみやかな創出に一定の

　意義を与えるものである。「各少数民族地区，慮該在野地区的漢人民大力推廣普通話。各少数民族学

　校中的漢語教学，1該以漢語普通話為標準。少数民族地区廣播電台的漢語廣播慮該尽量使用普通話。

　各自治区人民委員会可羽根据需要設立推四二普通話工作委員会，以平門一領導在各自治区的野漢語野人

　民中門廣普通話的工作。」と。これらの草案や指示は，1956年2月12日付r人民日報』所収。

（3）1950年代の後半におけるキャンペーン以来の一つの大きな“山”に相当すると思われる。「積極的

　に着実に文宇改革をすすめよう」など，当面は，文字改革に集中しているようである。

（4）これらには，学習く新民主主義論〉的一点体会などの副題がつけられており，毛沢東理論の文字改

　革に対する“適用”についての展開が多い。しかし，「反撃右傾翻案風　加速漢字」は，いわば“漢

　字”をとりあつかう現場からの経験にもとづいており，漢字の字数制限，異体字の整理など，漢字改

　革への具体的な提言であり，検討しうるものである。なお，r人民日報』紙上では，いまのところ

　1958年の1月下旬から2月上旬にみられた漢語表言方案についての連続解説といった集中的啓蒙はみ

　られない。

（5）同上，「反撃右傾翻案風　加速漢字」。

（6）倉石武四郎，工藤篁によれば，この方法は「いわゆる集中法（lntensive　method）の中国版」の一般

　化ととらえている。1中国における言語問題の本質とその発展」，倉石武四郎編『変革期中国の研究』

　所収。p．20．1955．

（7）先の1976年7月18日付『人民日報』所収，「工人階級制凹凹占領文字的改革陣地」。

（8）『魯迅選集』（以下選集と表記する）第11巻，p．284．

（9）郭沫若＝忽様看待群衆中新流行的簡化字？，『紅旗』，1972－4，p．10．ここでは，簡体字すら“過

　渡期”の産物にすぎないのであり，魯迅らについで強力な“ローマ字化”を主張している。本甲の労

　働者がfl紅旗』の編集部あてに，大衆のなかの簡体字とも違った新しい略字の流行をどう考えるかと

　たずねた手紙に対する返事として，郭押借に執筆が依頼されたものである。ちなみに，郭一中は，

　「日本文字のローマ字化は，私たちよりもずっと容易です。だが，障害は私たちよりもずっと多いで

　しょう」とのべている。

㈲，⑪，（2）の呉玉章報告。その他，「排音字母在将来還可以用来解決電報，旗語以及工業産品的代号等

　問題」をあげる。

（IZ彼らのなかでも盧：態章は先駆的な役割をはたしたが，「音標文字が簡易で象形文字の困難なことは

　認めるが，漢字は中国国粋の源泉で，一切の文物の根本だから廃止はできない。むしろ漢字のほかに

　音標文字を作り漢字と並行すべきである。その音標としては日本の片仮名の例によるか，またはロー

　マ字を借りるほかはないが，その点，盧態章の著述は子音が不完全であったり，声調が不足であった

　り，書きかたがおかしかったりしていて，これを全国通用の標準音標にすることができない」（倉石
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　武四郎：『漢字の運命』p，47，8．1952，）として，認められなかった。他の人々も，ほぼ同様の扱い

　をうけた。

⑯　「門外文談」のなかで，魯迅は，「社会においては，倉吉頁も一人にとどまらず，刀の柄に絵を刻むも

　のもあれば，門の扉に絵を描くものもあり，心から心へ，口からロへと伝わって，文字はだんだんふ

　えてきて，吏官はそれを採集すると，なんとか記録するのに問にあった。中国文字の由来も，恐らく

　この例に洩れないだろうと思われる」とのべている。文字の発生における大衆性について展開する。

　さらに，「私はこの倉吉頁の画像を見たことがある。眼の四つある年取った行脚僧であった。文字を造

　るほどだから，まず容貌からして変わっていなければならないと見える。私たちのような眼が二つし

　かない人間は，才能が不足しているばかりでなく，容貌の点でさえ不適格なのだ」と皮肉を忘れな

　い。魯迅＝門外文談，1934，『選集』第11巻所収。p，59，56．
　　ユロ　ミ　ソ

㈹　余銘というペンネームで書いた評論集『准風月談』所収の「中国文と中国人」によれば，中国をよ

　く“理解”していると思われていた“第一等の外国人”とはスウェーデン人，カールグレンのことで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カオペソハソ　ある。彼の著書『中国語と中国文』は，高本漢という“中国化した”名前で訳された。魯迅の評論の

　題「中国文と中国人」は，あきらかに“高”の題をうけている。この“外国人”は「中国の文字は美

　しく可愛い貴婦人のようであり，西洋の文字は有用だが美しくない下碑のようである」として，漢字

　の高妙文雅な字彙の豊かさをいっそうみのらせるよう主張した。つまり，文語崇拝により，文字，文

　学をさらに，大衆から遠ざけようとした。魯迅はもちろん，逆の，文字，文学の大衆化をめざしたの

　である。r中国文と中国人」（1933）はr選集』第10巻所収，　p，118～120・

⑮　同上，p．119．

⑯　1934年『選集』第10巻所収。p，252．『准風月談』につづきかかれた評論をあつめた『花辺文学』所

　収の「漢字とラテン化」（ペンネーム仲度で執筆）による。

（功　　1司上。p．252～253，

⑱　魯迅の曹聚仁（評論家）あて，1933年6月13日付の手紙。『選集』第13巻所収，p，46．それゆえに

　魯迅は新しい文学を，“よき青年に”期待した。「中国の青年で，死んでも屈しなかった者は，いくら

　もいますが全部秘密にして発表しません。刑を受けて死ぬことができないと，：友を売らなければなり

　ません。こうして心の堅固な者は，ことごとく減亡し，ふらふらな連中はますます堕落する。このま

　まで行けば，中国に善人は一人もいなくなるでしょう。もしも中国が滅んだとしたら，それはこの政

　策をとったもののしわざであります。」とその手紙を結んでいる。

ag　（L［9，　P．　71．

⑳　同上，P，69．

⑳　魯迅は，注音字母制定には反対している。「当時は，これ（注音字母，筆者）でもって漢字に代え

　　ることができると考えた人が随分いたが，実際上やはり駄目だった。なぜならそれは結局，四角な

　字を簡単にしたものにすぎず，日本のr仮名』と同様，いくつか漢字の問にはさむか，あるいは漢字

　の傍に注記するのならよいが，これを大将にいただくとなれば，とても能力が足りないからだ。書く

　とごたごたするし，見ると眼がちらつく。当時は会員がそれを『注音字母』と呼んだのは，その能力

　の範囲をよく知っていたのだ」と（同p．68．）。その理由もあって，彼はラテン化を選択した。ま

　た，注音字母には，新しい音の生産の要素がはいっていないため，後述する少数民族地名の音訳に

　は，役にたたない点が多い。

㈱　 （③，　P．　59，

鰯，㈲，それぞれ「一種の『社会論文』　　戦闘的な“feuilleton”である」（雀秋白）魯迅の短評的随

　筆集『華蓋集』のなかの一編「文字の註議」，『選集』第6巻所収，p．89，90，

（23　（③，　P．　59．

㈲　同上。
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吻　とくに，尤素番号の高くなるものほど複雑になる。たとえば89アクチ＝ウム（Ac）は鋼a，91プ

　ロトアクチニウム（Pa）は鉄P血，96キュリウム（Cm）は錫jd，102ノーベリウム（No）は錯nUo

　など。そのほとんどが音訳により漢字を工夫しているが，そうすればするほど，“漢字”の本来の役

　割（意味）がなくなっていく。科学の発達と漢字との乖離現象である。

㈲　鯛，㈲の『華蓋集』と同様，魯迅の短評的随筆集の一つ『熱風』所収，「わからない音訳」，『選集』

　第6巻，p，73，

㈲　「門外文談」と同様。評論集『且介亭雑文』に所収された「中国語文の新生」，『選集』第11巻，p．

　78，

㈹　「この新文字を知らない人たちはすべて新文盲といって笑われた」（⑫倉石：『漢字の運命』p．128）

　ほど，熱心な普及がすすめられた。

㈱　元長沙師範学校校長徐特立は，これらのラテン字母を利用して，実験的な教育をおこなった。漢字

　は教育の場面において廃止するよう考えられた。Edgar　Snow；Red　Star　Over　Cbina・p．236．

幽　解放区における生産配置については，拙稿＝中国における生産配置および生産配置計画に関する諸

　問題一その歴史的考察一，　『人文地理』，第24巻第1号所収，p．11．を参照せよ。

｛3＄㈹によれば，作者Edgar　Snowが解放区工業の中心地二三鎮をおとずれたとき，招かれた「レーニ

　ンクラブ」で給養委員から思いがけずコーヒーがだされ，西北の，解放区における物資の豊かさの秘

　密に一つの驚きを示して次のような会話をしている。　‘‘And　then，　of　all　tllings，　this　commissa「

　suddenly　produced，　from　heaven　1〈nows　where，　some　rich　brown　coffee　and　sugar！　Wu　Ch’i

　Chen　had　won　my　heart．

　　“Products　of　our　five－year　plan　！”　the　commissar　laughed．

　　“Products　of　your　confiscation　department，　you　mean，　”1　amended．”　BD　p．　249．

図　識字運動については，（iZ，倉石『漢字の運命』，　p．129．を参照せよ。

㈹　なかセこは，Ren6　Jouon，　S．　J．周回望；，G60graphie　commerciale　de　la　Chine，1937のように，

　地図の本葉だけでなく解説の部分に，読者の理解をたすけるためOutchang－Wuchang一武昌，　Fou・

　tcheou－Foochow一己州など，仏・英語と漢語との対応を示したものもあったが，数は少なかった。

㈲　外務省情報部編：r支那地名集成』巻頭1，1936．

助　満洲国総務庁企画処の『綜合立地計画策定要綱』のうち，「綜合立地計画策定要綱（国務院会議決

　定）」の方針の一部。二水孜郎編＝『資料・国土計画』所収，p，　L　1975．

㈱　企画院＝大東亜国土計画大綱素案（第2次案）の方針の一部，1942，同上，p．62．

Bg）同上，　p．74，所収。企画院1942年発表，その1，趣旨には，「大束亜共栄圏ノ中核体タル日満目ハ

　大束亜圏ノ拡充発展二二ヒ弥々其ノ紐帯ヲ強靱ナラシムノ要アル処就中地政学的第一体トシテ観念セ

　ラルベキ黄海渤海地域ハ其ノ歴史，地理的条件，人ロノ量的質的条件及物的資源ノ優位性拉二国防上

　ノ地位二二ミロ満支内二三ケル重要基礎産業ノ立地地域トシテ之が基底ヲ培養確立スルノ要緊切ナル

　モノアリ傍テ可及的速カニ本地域ヲ中心トスル国土計画ヲ樹立シ以テ大東亜国土計画策定ノ第一階程

　タラシムルモノトス」とあり，助，㈱の案とともに，大東亜共栄圏策定のための総方針を形成してい

　た。これらの方針の“実現”のためにも，r支那地名集成』などの種類の辞典の充実が“必要”であ

　つたのである。

⑯　拙稿：エネルギーについての人類の認識と利用の歴史，『信州大学教養部紀要』第二部自然科学第

　10号，p，49を参照せよ。

㈲　⑯，巻頭1。

吻　同上，巻頭II。

㈹　同上，p．71．『支那地名集成jlは，幽の引用部で示しているように，現地音よみ主義をとってい

　るため，カシュガル，漢語1喀什鳴爾（シンチャンウイグル自治区，当rl寺新鶉省）は，　Kashgarと表
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　現されており，Kashigaerhとは示されていなかった（現在，喀什，　Kaxgar　Kashi）。これなどは，

　正しく（英訳としては）表現されており，若干の混乱がみられる。

㈲　これらの地図は，そのほとんどが1957年版の『中華人民共和国地図』をもとに編集されており，

　1972年版『中華人民共和国地図集』と1974年版『r［・1華人民共和国分忌地図集』の内容はほぼ同一のも

　のである。

㈹　この地図には，別に，『漢語好音く中華人民共和国地図〉地名索引（HANYU　PINYIN＜ZHONG

　HUA　RENMIN　GONGHEGUO　DITU＞DIMING　SUOYIN）』が発行されている。（地図出版社版，

　1974年）漢語弱音一漢字一北緯一東経の項目がA～Zの字母順で配列されている。たとえばAbga・

　nar　Qi一阿呼唱曾爾旗一43－116などのように。また，漢語併音の方法は，後で示す「中国地名漢語

　掛音字母併鳥法」さらに，「幾種少数民族語地名的漢語掛音字母音諜縛寓法（草案）」によっている。

　今後とも，この地図と索引との組みあわせば，中国においても普及され，その柱になると思われる。

㈹　外国地名を漢訳する場合にも，工夫しなければならないのは当然であろう。

働　㈹㈲文字改革出版社編：『中国人名地名漢語併音容製法」1975．所収。

㈱　解放前の回教徒たちは，漢語を話しながらも，宗教的事情から，汎イスラム主義的風潮が強かっ

　た。㈲Edgar　Snowよれば，‘‘To　many　of　them　pan－lslamism　rather　than　pan・Hanism　was

　an　ideal．　Chinese　cultural　influence　was　neve唄1eless　very　marked．　Moslems　dressed　Iike　Chinese

　（・一・…）　and　all　spoke　Chinese　as　the　language　of　daily　life　（although　many　knew　a　few　words

　from　the　Koran）．とある。　P，307，308。また，アラビア語などは，宗教上使用されるため，彼ら

　にとっては外国語同様のもののようである。「如果認為阿拉伯文就是回族的文宇，硬要全体回族人民

　都来学習宅，那慶三百五十万回心像学習一種外国文様，反而来造成許多困難来，……因此説阿拉伯語

　文士是回族語文的這主張是有害的，是不利干拓族人民的社会主義建設事業的」（馬大軍：批判地方民

　族主義，正確処理民族関係，r教学輿研究』第59期，　p．20）との主張があり，少数民族であっても

　漢語を選択する数少い例外である。

㈲　同上，p，20．所収。

（5◎　朱力編著：『新彊』、p．61．！976．

61）高倉1蒙古文図書編諜1二H版事業画展快，1976年8月正2日付『人民El報』所収。

62）Alan　Winnington；TIBET，　THE　RECORD　OF　A　JOURNEY，1957，邦訳，阿部知二；チベット

　（下），P．130，1959．

幽，64，同上，邦訳所収。

闘　解放前のチベットは，彼らが“話すことができる寡畜”を支配していた。「解放前的西蔵，在殻反

　動，最黒暗，塩類縮，滝野蛮的封建農奴制度和政教合一的僧侶，貴族聯合専政下，官家，寺院，貴族

　三大領主覇占了西蔵全部的土地和絶大部分牲畜。由仁成“会説話的牲畜”的百万農奴在京無休止的奴

　役，剥削，圧迫下，受尽了人間苦難」（杁封建農奴制到社会主義的偉大変革，r社会主義的新西蔵在前

　進』所収　p．28，1975）そして，農奴たちは，自分たちを“自分の影以外なに一つもっているもの

　はない”とのべている。“読了自己的影子以外，一無所有”（同上）。

60　同上，所収，「社会主義的新西蔵在前進一慶祝西蔵自治区成立十周忌」p，23．

鋤　「中華人民共和国憲法」，国民文庫版『中華人民共和国憲法』所収，p、9，10．1955．

6S）同上，　p．11．これに関連した，1954年の中華人民共和国第一期全国人民代表大会第一回会議での

　些少奇「中華人民共和国憲法改案についての報告」（同上，p．83）では，大山民族主義の例として

　「少数民族の風俗習慣を尊重しないこと，小数民族の言語文字を尊重しないこと，少数轡型の宗教信

　仰の自由をみとめないこと……」の例をあげる。地方民族主義については，「一種の地力的民族主義

　思想が存在している」とのみのべていることなどから，当時大駆民族主義の存在のウェイ1・が大きか

　つたものと思われる。その後，1957年段階では，地方民族主義の批判が展開されるように，この問題
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の 解 決 に は,ジ グ ザ グの経 過 と時 聞 が か か って い る とい え る。

㈹,㈹ 烏 蘭 夫(ウ ラ ン フ,国 務 院 副 総 理 兼 民 族 小:務委 員 会主 任):民 族工 作LI勺成 就 和 若 干 政 策 悶 題,

r中 華 人 民 共 和 国 第 一 届 全 国入 民 代 表 大 会 第 三 次 会 議 文 件 』 所 収,p,199.1956.

㈱ 武 衡:『 第 一 個 五 年 計 劃 中的 科 学 研 究 工f/F』p,10.第1次5力 年 計 画 では,こ れ ら漢 語 の変 革 と と

もに,少 数 民 族 地 域 の方 言 の改 一牝とが 結 合 され た が,"浅 語 表 言 方 案"が 結 実 して い な い以 上,少 数

民 族 地 域 の場 合項 目だ け が と りあ げ られ た の み で ラ テ ン化 の方 向 な どの具 体 的,技 術 的 解 決 は で きて

い な い とい っ て よい 。CulturalDevelopmentsinNationalMinorityAreasと して掲 載 。First

Five-yearplanforDevelopmentoftheNationalEconomyofthePeople'sRepubHcofCHINA

il11953-1957.p,211,1956.

囮 実 際 の 工 作 に お い て は 中 国科 学 院 言 語 研 究 所 や 中央 民 族 学 院 な ど の ス タ ッフ の 応 援 の役 割 が大 き

い 。 伝 想 動=民 族 語 工 作 的 輝 焼 成 就 『新 華 半 月刊 』1959-16,所 ∫[又,p.111.

鯛 中 央 政 法 幹 部 学 校 国 家 法 教 研 室 編 著:中 華 人 民 共和 国 憲 法 講…羨,1957.高 橋 勇 治,浅 井 敦 共訳,

p,9.1960.

翻 ㈲r中 国 人 名 地 名 漢 語 併 音 排 冨 法 』 よ り訳 出 。

⑯ た とえ ば,言 語 に つ い ては,「 社 会 主 義 革 命 と社 会主 義 建 設 を よ り効 果的 に す す め るに は,自 民 族

の 言 語 文 字 を 杷握 す るだ け で は まだ 不 十 分 で あ り,さ らに 戻 語,涙 字 を学 ば な け れ ば な らな い こ とを

踊 感 し,漢 語,漢 字 を 学 ぶ こ とを 切 実 に 望 ん で い る」 少 数 民 族 側 か ら,現 実 的課 題 が 提 唱 され て い

る 。 中央 民 族 学 院 言 語 学 部 少 数 民 族 語 研 光 宝:各 民 族 は す べ て 自己 の 言語 文 字 を 使 用 す る 自 由 を も

つ,『 北 京 周 報 』1975-34,p,23,こ れ は 少 数 民 族 自身 の 言 語 間 題 の 確 立 とと も に統 一 的 に と らえ な

け れ ば な らな い だ ろ う。

Summary

A Study on the Phonetic Spelling of Chinese Geographical Names

Masakazu KOMAI

   In China, serious discussions have been carried out as to the phonetic spelling of 

Chinese geographical names. In this field, Lu-hsin  V. was either leader or contrib-

utor. Recently, they have maintained that the complicated Chinese characters would 

have to be discontinue and have begun a use of Latinized Chinese. 

   In China today, national minorities have the same right as Chinese have. 

After liberation, vigorous help has been given to those nationalities who as yet have 

no written languages of their own, to create their own written languages. Some of 

their alphabets represent sounds similar to those of the corresponding Chinese let-

ters and others have no corresponding letters in Chinese. They use those letters 

for geographical names. When they study the languages of national minorities, they 

are studying Chinese. 

   This article explains the phonetic spelling of Chinese geographical names, 

by examining some problems of the national minority, the history of Chinese 

phoneticism and the maintenance of Lu-hsin.


